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市
民
の
皆
さ
ん
の
、日
常
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
、悩
み
ご
と
、

心
配
ご
と
な
ど
に
、
市
民
相
談
員
が
親
身
に
相
談
を
お
受
け
し
、
適
切
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
い
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。な
お
、市
民
相
談
室
で
の
相
談
は
す
べ
て
無
料
で
す
。
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一
般
相
談
は
、日
常
生
活
で
の
悩
み

ご
と
や
心
配
ご
と
に
つ
い
て
、一
般
相

談
員
が
、月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
9
時

か
ら
16
時
ま
で
、面
談
や
電
話
で
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。内
容
に
よ
っ
て
は

専
門
相
談
な
ど
を
ご
案
内
し
ま
す
。

◆
専
門
相
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表
１
の
と
お
り
、専
門
の
相
談
員

が
、行
政
相
談
、交
通
事
故
相
談
、税
務

相
談
、建
築
・
不
動
産
相
談
、女
性
生
活

相
談
、人
権
相
談
、行
政
書
士
相
談
、法

律
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。な
お
、相

談
は
、決
め
ら
れ
た
相
談
日
に
、面
談

で
行
い
ま
す
。

■
相
談
の
際
の
確
認
事
項

▼
事
前
に
要
点
を
整
理
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い

▼
関
係
資
料
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、ご

持
参
く
だ
さ
い

▼
法
律
相
談
と
女
性
生
活
相
談
は
、い

ず
れ
も
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。相
談

時
間
は
、法
律
相
談
が
30
分
、女
性
生

活
相
談
が
60
分
で
す

▼
法
律
相
談
は
、予
約
時
間
に
遅
れ
る

と
相
談
で
き
ま
せ
ん
の
で
、予
約
時
間

の
15
分
前
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、予
約
を
取
り
消
す
と
き
は
、早

め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

市民相談室案内図（本庁舎１階）▼
法
律
相
談
は
、同
一
案
件
の
繰
り
返

し
相
談
、調
停
や
裁
判
中
の
相
談
は
お

受
け
で
き
ま
せ
ん
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広報さやま 2010.9月号　　■市役所☎04-2953-1111(代表） 04-2954-6262

　
  消費生活センターでは、多重
債務でお悩みの方からの相談をお受
けしています。10月22日㈮には、弁護
士などによる多重債務者の無料特別
相談会（予約制）を開催しますので、
詳しくは、13ページをご覧ください。
問合せ同センター（中央図書館5階）
へ☎2954‐7745

  
相談内容をお伺いし、「市民相談カード」に住所、氏
名、相談事項などを記入していただきます。

相談内容については、例えば
 ①家族内でのトラブルなんですが…
 ②相続が発生し、もめているのですが…
 ③離婚を考えているのですが…
 ④離婚調停を申し立てたいのですが…
 ⑤貸したお金が返済されないのですが…
 ⑥隣の家の犬にかまれてしまったのですが…
 ⑦病気で働くことができなくなってしまったのですが… 

など、いろいろな相談が寄せられています。①、②の相
談でしたら、一般相談でご相談できます。また、②で専
門的なお話になれば、行政書士・司法書士・弁護士によ
る相談をご紹介します。③、④の離婚に関することで
したら、一般相談、女性生活相談でお話ができます。
⑤、⑥の法律上の相談でしたら、法律相談で弁護士が
助言・指導をします。⑦の場合は、お話をお聞きし、具
体的な支援ができる関係部署をご紹介します。

◆市民相談室にいらしたら

◆近隣の主な相談窓口

　日ごろの生活のなかで、心配なこ
と・困ったことなどがありましたら、お
気軽にお問い合せください。解決への
道を、一緒に考えてまいりましょう。

市民相談員からひとこと

相 談 窓 口 電　　話 所　在　地

県民相談 049‐244‐1296 川越市新宿町

法律相談センター 049‐225‐4279 川越市宮下町

法テラス（法律相談）050‐3383‐5379 川越市脇田本町

表１◆市民相談のご案内

※市民相談以外の相談も開設していますので、詳しくは、23ページをご覧ください

相談種別 相談内容 相談時間

一般相談
日常生活での悩みごと、心配ごとについて、一般相談員が相談をお受けしま
す。また、必要に応じて弁護士による法律相談などをご案内します

月～金曜日
（祝日を除く）
9時～16時

行政相談 行政へのご意見・ご要望などについて、総務省から委嘱された行政相談委員
が相談をお受けします

第3月曜日
10時～15時

交通事故相談
交通事故に関するさまざまな問題や折衝などについて、交通事故専門の相談
員が相談をお受けします

第2・4月曜日
10時～15時

税務相談
相続税、贈与税などの税金に関する問題について、税理士が相談をお受けしま
す

第1火曜日
13時～16時

建築・不動産相談
住まいに関する問題（建築・不動産の売買、家屋の増改築、測量、登記）などにつ
いて、各専門の相談員が相談をお受けします

第2火曜日
13時～16時

女性生活相談
（予約制）

結婚や離婚に伴うトラブル、子育て、家族の問題、金銭、生活に関することなど、女性
が抱えている問題について、専門の女性相談員が相談をお受けします

第1金曜日
第3火曜日
9時～16時

人権相談
いじめ、差別、虐待など、人権侵害や不当な扱いなどの問題について、法務省か
ら委嘱された人権擁護委員が相談をお受けします

第2水曜日
10時～15時

行政書士相談
相続・許認可・外国人など、暮らしや事業に関する身近な手続きなどについて、
行政書士が相談をお受けします

第4水曜日
13時～15時

法律相談
（予約制）

相続、遺言、貸家・借家、金銭賃借などについて、弁護士が法律上の助言・指導を
します

第1～4木曜日
13時～17時


